
令和４年度東久留米市障害福祉サービス等事業所物価高騰対策支援金交付要綱 

（目的） 

第１ この要綱は、物価高騰に直面する障害福祉サービス等を提供する事業者（以下「事業

者」という。）に対し、予算の範囲内において障害福祉サービス等事業所物価高騰対策支

援金（以下「支援金」という。）を交付することにより、事業者の負担を軽減し、事業の

継続及び経営の安定化を図ることを目的とする。 

（交付対象者） 

第２ この要綱における支援金の交付対象者は、物価高騰により現在実施する事業が影響

を受け、かつ、今後も継続の意思がある事業者であって、令和４年１０月１日時点で、次

の各号のいずれかの事業（以下「交付対象事業」という。）の提供を行う事業所が東久留

米市内に所在し、国、東京都又は東久留米市（以下「市」という。）の指定又は許可を受

けているものとする。 

 （１） 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７年法律

第１２３号。以下「総合支援法」という。）第５条第１項に規定する障害福祉サービ

ス 

 （２） 総合支援法第５条第１８項に規定する相談支援 

 （３） 児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第６条の２の２第１項に規定する障害

児通所支援 

 （４） 児童福祉法第６条の２の２第７項に規定する障害児相談支援 

２ 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、支援金の交付の対象

としない。 

 （１） 東久留米市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例（平成１６年東

久留米市条例第１５号）第６条第１項の規定により指定管理者として指定された者 

 （２） 東久留米市児童発達支援センター条例（令和元年東久留米市条例第２７号）第

２条に規定する東久留米市児童発達支援センターわかくさ学園 

（３） 東久留米市暴力団排除条例（平成２４年東久留米市条例第３３号）に規定する暴

力団、暴力団員及び暴力団関係者（以下「暴力団員等」という。）並びに法人その他

の団体の代表者、役員、使用人、従業員及び構成員等が暴力団員等に該当する者 

（４） 前各号に掲げる者のほか、支援金の趣旨・目的に照らして適当でないと東久留米

市長（以下「市長」という。）が判断する者 

（支援対象経費） 

第３ 支援金の対象となる経費は、令和４年１０月１日から令和５年３月３１日までに発

生した、利用者に価格転嫁できない食材費、光熱水費及び燃料費等の総額とする。ただし、

令和４年度東久留米市原油価格・物価高騰等対応障害福祉サービス等事業者支援金交付

要綱（令和４年東久留米市訓令乙第９１号）による支援金の交付を受け、かつ、当該支援

金を充当している場合は、当該充当額を除いた額とする。 



 （交付額の算定等） 

第４ 支援金の交付額は、別表に定める交付基準額と、第３の支援対象経費とを比較して少

ない方の額とする。ただし、１，０００円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる

ものとする。 

（申請） 

第５ 支援金の交付を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、令和４年度東久留

米市障害福祉サービス等事業所物価高騰対策支援金交付申請書兼請求書（様式第１号）に

必要な書類を添えて、別に定める日までに市長に提出しなければならない。 

（交付決定及び通知等） 

第６ 市長は、第５の規定による支援金の交付申請があったときは、当該申請に係る書類等

の内容を審査し、適当と認めた場合は、支援金の交付を決定し、令和４年度東久留米市障

害福祉サービス等事業所物価高騰対策支援金交付決定通知書（様式第２号）により申請者

に通知し、支援金を交付するものとする。 

２ 市長は、前項の規定による支援金の交付の決定に際し、必要と認める条件を付すことが

できる。 

３ 市長は、第１項の審査の結果、支援金を交付しないことを決定したときは、申請者に通

知するものとする。 

（事情変更による決定の取消し等） 

第７ 市長は、支援金の交付の決定をした場合において、その後の事情の変更により特別の

必要が生じたときは、支援金交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又は当該交付の

決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。ただし、交付対象事業の

うち既に経過した期間に係る部分については、この限りでない。 

（実績報告） 

第８ 第６第１項の規定による支援金の交付決定を受けた者（以下「交付決定事業者」とい

う。）は、交付対象事業が完了したとき、又は支援金の交付決定をした会計年度が終了し

たときは、市長が別に定める日までに、令和４年度東久留米市障害福祉サービス等事業所

物価高騰対策支援金実績報告書（様式第３号）に関係書類を添えて、市長に提出しなけれ

ばならない。 

（支援金の額の確定） 

第９ 市長は、第８の規定による実績報告を受けた場合は、当該報告に係る書類の審査及び

必要に応じて行う実地調査等を行い、その報告に係る交付対象事業の成果が支援金の交

付の決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき支援金の

額を確定し、令和４年度東久留米市障害福祉サービス等事業所物価高騰対策支援金交付

額確定通知書（様式第４号）により交付決定事業者に通知するものとする。 

 （是正のための措置） 

第１０ 市長は、第９の規定による報告及び調査の結果、交付対象事業の成果が支援金の交



付の決定をした内容又はこれに付した条件に適合しないと認めたときは、これに適合さ

せるための措置をとるべきことを当該事業者に対し指示をするものとする。 

（交付決定の取消し等） 

第１１ 市長は、交付決定事業者が、次の各号のいずれかに該当する場合は、支援金の交付

決定の全部又は一部を取り消すことができる。 

（１） 偽りその他不正の手段により、支援金の交付を受けたとき。 

（２） 支援金を他の用途に使用したとき。 

（３） 支援金の交付決定の内容又はこの要綱等の規定若しくは付した条件に違反した

とき。 

２ 前項の規定は、交付すべき支援金の額を確定した後においても適用する。 

３ 市長は、交付決定事業者が第１項各号の規定により支援金の交付決定の全部又は一部

が取り消された場合は、令和４年度東久留米市障害福祉サービス等事業所物価高騰対策

支援金交付決定取消通知書（様式第５号）により、当該交付決定事業者に通知するものと

する。 

（支援金の返還） 

第１２ 市長は、第１１の規定により支援金の交付決定を取り消した場合において、当該取

消しに係る部分に関し、既に支援金が交付されているときは、当該交付決定事業者に対し、

期限を定めて当該支援金の返還を命じなければならない。 

２ 市長は、第９の規定により支援金の額を確定した場合において、既にその額を超える支

援金が交付されているときは、当該交付決定事業者に対し、期限を定めて当該支援金の返

還を命じなければならない。 

 （違約加算金） 

第１３ 第１２第１項により支援金の返還を命ぜられたときは、交付決定事業者は、その命

令に係る支援金の受領日から納付の日までの日数に応じ、当該支援金の額（その一部を納

付した場合におけるその後の期間については、既納付額を控除した額）につき年１０．９

５パーセントの割合で計算した違約加算金（１００円未満の場合を除く。）を納付しなけ

ればならない。 

（延滞金） 

第１４ 交付決定事業者は、第１２により支援金の返還を命ぜられた場合において、これを

納付日までに納付しなかったときは、納付日の翌日から納付の日までの日数に応じ、当該

未納付額につき年１０．９５パーセントの割合で計算した延滞金（１００円未満の場合を

除く。）を納付しなければならない。 

（他の補助金等の一時停止等） 

第１５ 市長は、交付決定事業者が支援金の返還を命ぜられ、当該支援金の全部又は一部を

納付しない場合において、その者に対して同種の事務又は事業について交付すべき補助

金等があるときは、相当の限度においてその交付を一時停止し、又は当該補助金等と未納



付額とを相殺することができる。 

（消費税仕入控除税額の報告） 

第１６ 交付決定事業者は、交付対象事業完了後に、消費税及び地方消費税の申告により支

援金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合（仕入控除税額が

０円の場合を含む。）には、令和４年度東久留米市障害福祉サービス等事業所物価高騰対

策支援金消費税仕入控除税額報告書（様式第６号）により速やかに市長に報告しなければ

ならない。 

２ 交付決定事業者が全国的に事業を展開する組織の一支部（又は一支社、一支所等）であ

って、自ら消費税及び地方消費税の申告を行わず、本部（又は本社、本所等）で消費税及

び地方消費税の申告を行っている場合は、本部の課税売上割合等の申告内容に基づき報

告を行うこととする。 

３ 市長は、第１項の報告があった場合は、当該仕入控除税額の全部又は一部を市に納付さ

せることができる。 

（関係書類の整備保管） 

第１７ 交付決定事業者は、当該支援金及び交付対象事業に係る経費の収入及び支出の状

況を明らかにした書類及び帳簿等並びに領収書等を整備し、当該交付対象事業の完了し

た年度の翌年度から起算して５年間これらを保存しておかなければならない。ただし、市

長が必要と認める場合は、この期間を延長することができる。 

 （他の補助金等との重複の禁止） 

第１８ この支援金に係る支援金の交付と対象経費を重複して、国、東京都及び市の事業か

らの補助金等の交付を受けてはならない。 

（交付決定等に係る調査） 

第１９ 市長は、この要綱による支援金に関し必要と認めるときは、交付決定事業者に対し

報告を求め、又は調査することができる。 

２ 交付決定事業者は、前項の調査に協力しなければならない。 

（委任） 

第２０ この要綱及び東久留米市補助金交付規則（昭和４７年東久留米市規則第９号）に定

めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 

付 則 

１ この訓令は、令和４年１２月２３日から施行し、１０月１日から適用する。 

２ この訓令は、令和５年５月３１日限り、その効力を失う。ただし、その時までに行った

支援金の交付決定に対する第７から第１９までの規定の適用については、その時以降も、

なおその効力を有する。 

 

 

 



別表（第４関係） 

サービス名 交付基準額 

共同生活援助、短期入所 令和４年１０月１日時点の定員数に交付

対象事業の実施日数（最大１８２日）と１

日当たり単価（１５８円）を乗じた額 

（通所系サービス） 

生活介護、宿泊型自立訓練、自立訓練、就

労移行支援、就労継続支援Ａ型、就労継続

支援Ｂ型、就労定着支援、児童発達支援、

放課後等デイサービス、居宅訪問型児童発

達支援、保育所等訪問支援 

サービス利用者数（注）に交付対象事業の

実施日数（最大１２０日）と１日当たり単

価（４２円）を乗じた額 

（訪問系サービス） 

居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動

援護、重度障害者等包括支援 

サービス利用者数（注）に交付対象事業の

実施日数（最大１８２日）と１日当たり単

価（４２円）を乗じた額 

（相談系サービス） 

自立生活援助、計画相談支援、地域相談支

援、障害児相談支援 

サービス利用者数（注）に交付対象事業の

実施日数（最大１２０日）と１日当たり単

価（４２円）を乗じた額 

（注） 令和４年７月、８月又は９月のいずれかの月のサービス提供分に係る利用者数

（市からサービスの支給決定を受けている者に限る。） 

 

 


